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介護支援専門員実務研修３日目

第１０章
ケアマネジメントに必要な
医療との連携及び
多職種協働の意義

P６２９～
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医療との連携や多職種協働の意義

を踏まえ、具体的な連携の場面で

必要となる基本的な知識や連携の

手法を修得する。

目 的 P６２９







①医療との連携の意義と目的について説明できる。
②医療機関や医療職からの情報収集及び提供の方法
及び内容について説明できる。
③地域の在宅医療・介護の連携を促進する仕組みに
ついて説明できる。
④多職種協働の意義について説明できる。
⑤多職種間で情報を共有することの重要性について説
明できる。
⑥多職種協働において個人情報を取り扱う上で利用
者とその家族の同意の必要性について説明できる。
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修得目標 P631



１０章のポイント

• 介護と医療、予防の一体的な提供の必要
性を理解する

• 多職種協働の意義を理解する

• 介護支援専門員に求められる役割を知る

• 個人情報の取り扱い
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第１節 医療との連携の意義と目的

１ 高齢化の進行に伴う社会背景の進化

P632

（１）医療との連携が不可欠

（２）高齢・多死社会に向けて

7



8



２ 医療専門職にとっての医療介護連携の意義

（１）生活状況把握の難しさ P633

→

（２）生活の変化に気づく介護職

→

（３）介護支援専門員が情報を継続的に収集する

→

（４）利用者・家族が医療専門職に言いづらいとき

→
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第１節 医療との連携の意義と目的

生活情報を伝える

本人・家族・環境などの変化を把握する

利用者の生活変化のモニタリング機能

代弁機能・自己決定のプロセス、支援



３ 介護職にとっての医療介護連携の意義

P634

（１）生活を支える六つの視点に着目する
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第１節 医療との連携の意義と目的

診断、治療方針決定
→ 医療側の大きな役割

↓

利用者は疾病や障害とともに
その後も生活は継続する



３ 介護職にとっての医療介護連携の意義

（２）医師は生活への影響も含め判断 P635

医療介護連携において医療が果たすべき重要

な役割

→今後の経過を予測し利用者、家族に示す。

生活上の留意点・今後の経過・期待されるリハ

ビリテーションの効果・予測される変化やリスク

など⇒どのような生活を送れば良いかが分る。
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第１節 医療との連携の意義と目的



３ 介護職にとっての医療介護連携の意義

（３）状況に即した介護の提供 P635

・医療的判断をケアプランへ反映させる

・医療情報を介護職へ伝える

・ケアの方向性を定め、状況に則したケア

を提供できる
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第１節 医療との連携の意義と目的



４ 介護・医療・予防の一体的な提供 P635

居宅介護サービス 医療専門サービス

統一された方針に基づいて一体的に提供されるこ

とにより、その医療や介護の質、そして効率性の

向上が期待されます。
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第１節 医療との連携の意義と目的
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第２節 ケアマネジメントの場面ごとに
必要となる医療との連携の概要
１ 平時 P636

（１）医療機関との連携促進
平時から主治医への情報提供、医療系サービス導入時に

主治医の意見を求める、主治医へケアプラン交付の義務付け

運営基準第１３条第１９号の２

（２）必要な情報の提供

必要な情報を医師等へ情報提供する

運営基準第１３条第１３号

（３）予約入院に際しての注意

１１１運営基準第４条第３項



リハマネ
訪問リハ、通リハ

訪問介護
口腔、服薬状況（サ責～）

提供時間の乖離

通所介護・療養通所・認
知症通所・通リハ・小多機
（栄養スクリーニング）

福祉用具

個別サービス計画
の交付 義務化

情
報
提
供

会
議
へ
の
参
加

末
期
の
支
援
で
の
連
携

居宅療養情報

口腔の情報

参考
（２）必要な
情報の提供



参考
（２）必要な
情報の提供



参考
（２）必要な
情報の提供
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第２節 ケアマネジメントの場面ごと
に必要となる医療との連携の概要

２ 急病時 P637

（１）居宅サービス計画変更の検討

（２）緊急時カンファレンスの開催

P659参照

（３）主治医の医療機関を訪問
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３ 急変時 P638

（１）緊急連絡先をあらかじめ確認

・家族、親族の連絡先

・主治医、訪問看護、薬局など医療機関

・在宅療養支援診療所、２４時間対応体制加算

など算定の訪問看護ステーション

・救急搬送は医師・利用者家族が協議し決定する

第２節 ケアマネジメントの場面ごと
に必要となる医療との連携の概要

リロケーションダメージ・・療養環境が変わるこ
とそのものが大きなリスクとなる。



20

（２）入院を回避できる状況を整える P638

入院により弊害も・・

環境を変えることなく緊急事態に対応する

ことで、利用者の混乱など二次的なトラブル

発生を予防できる ⇒早い時期から検討する

第２節 ケアマネジメントの場面ごと
に必要となる医療との連携の概要
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４ 入院・入所時 P639

（１）利用者・家族の意向や希望を伝える

→生活情報、介護サービス利用状況

など情報を、病院職員へ提供する

（２）退院・退所時の情報収集を開始する

→入院した時から退院支援を開始する

第２節 ケアマネジメントの場面ごと
に必要となる医療との連携の概要



【参考】
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５ 退院・退所時 P639

（１）退院後の居宅サービス計画の原案を作成

MSW、退院調整看護師、医師などから情報

収集し、ケアプラン作成する

（２）利用者の状態や意向の把握に努める

心身の状況変化 → 診断・治療方針の情報

収集 → ケアプランの再構築

第２節 ケアマネジメントの場面ごと
に必要となる医療との連携の概要

退院前カンファレンス下巻P65

第15－①章ケアマネジメントの展開
基礎理解
第４節 ４退院前カンファレンス



【参考】
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６ 家族の休息が必要となったとき P642

（１）レスパイトの役割

→通所介護・ショートステイ

（２）後方支援病院や有床診療所等の活用

→医療依存度が高く介護施設での対応が困難な

場合、主治医判断のもと短期入院の検討する

方法も・・

医療機関と連携し家族の休息を確保する

第２節 ケアマネジメントの場面ごと
に必要となる医療との連携の概要



【参考】 「在宅療養後方支援病院」

「かかりつけ医」の先生方が在宅での療養治療を行って

いる患者さんの病状が急変したり、緊急入院が必要に

なった場合に、事前に届け出を提出した病院に円滑に

入院することができ、患者さんの意向を踏まえた医療を

継続することができる支援病院を意味します。
急変時における医師の紹介状や連絡を省略して、事

前に希望した病院によりスム－ズに入院できるので、患

者さんの緊急時の対応として、「かかりつけ医」の先生

方の在宅医療を制度的にバックアップできるシステムで

す。
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７ 終末期 P642

（１）医療的ケアと介護の必要性の変化につ

いて把握

利用者・家族が分かりやすい病状説明に配慮

（２）介護職に対する情報の周知

医療専門職との歩調合わせ

第２節 ケアマネジメントの場面ごと
に必要となる医療との連携の概要
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８、死亡時 P643

（１）主治医と連絡の取れる体制を整えておく

（２）あわてて救急搬送しない

家族・介護従事者での周知

速やかにかかりつけ医へ連絡する

第２節 ケアマネジメントの場面ごと
に必要となる医療との連携の概要

死亡診断書の交付
・医師の診断から24時間以内であれば、医師は、直接診察によらず死亡診断できる。
・医師の診断から２４時間以上経過している場合でも改めて診察し、疾病に関する死亡
であることを確認した場合
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【ミニワーク】

①ケアマネジメントに医療情報が必要な

理由は何でしょうか？

②利用者の入院時に、介護支援専門員
として配慮すべきことはどのようなこと
がありますか？
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１ 医師との連携 P645

（１）主治医からの情報収集

・居宅サービス計画作成に役立てる

・連絡・相談の方法を吟味する

第３節
医師との連携と医療機関の役割
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１ 医師との連携 P645

（２）ケアマネタイムや主治医意見
書の活用

・FAX・メールなどの活用

但し、個人情報保護に留意する

第３節
医師との連携と医療機関の役割
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【参考】
H29年度 3月版
病院とケアマネジャーの連携のためのルールブック

＊備前県民局管内 2017年版

介護支援専門員が医療機関の地域連携室と連携し、スムーズ

な入退院支援を可能にするため、医療機関の情報（ルール）を

聞き取りし公表することとしました。

より良いスムーズな連携をとるための指針として役立てて

ください。

【掲載医療機関 66病院 17有床診療所】

特定非営利活動法人

岡山県介護支援専門員協会HP参照



ルールブック掲載例

【参考】
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１ 医師との連携

（３）居宅療養管理指導（医師）から得ら
れる情報 P648

→居宅療養管理指導を行った医師は介護支援

専門員へ情報提供することが義務付けられて

いる （平成 24 年度介護報酬改定～）

（４）主治医への情報提供
→生活情報を提供する

第３節
医師との連携と医療機関の役割

生活情報

食事・排泄・清潔・睡眠・移動
能力・認知機能の変化・介護
者の状況・自宅環境の変化
など・・
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２ 主な医療機関の役割 P650

救急指定病院

地域医療支援病院

認知症疾患医療センター

がん診療連携拠点病院

特定機能病院

回復期リハビリテーション病棟

緩和ケア病棟

地域包括ケア病棟

第３節
医師との連携と医療機関の役割
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１．多職種協働の意義 P６５１
疾病を有する要介護者には、問題点に適切に対処

するために、狭義の治療介入のみでなく、食や栄養、

リハビリ、認知機能など、多方面からアプローチする

必要がある。

複数の専門職種が目的や方針を共有しつつ、それ

ぞれの専門サービスを提供する、多職種協働のア

プローチが必要不可欠である。

第４節 多職種協働の意義と
介護支援専門員が果たすハブ機能
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２ 国際生活機能分類と生活機能障害

（１）ICF（国際生活機能分類） P651

（２）要介護者に生じる疾病を

“生活機能障害”としてとらえる

生活機能障害が原因で高まるリスクに対し多方面

からアプローチする

第４節 多職種協働の意義と
介護支援専門員が果たすハブ機能



ICFモデル

生活機能

【参考】

背景因子



生活機能をもう少し詳しく・・
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３ 医療専門職からの情報収集 P652

（１）医療専門職からの情報収集、情報提供

（２）ｻｰﾋﾞｽ担当者会議等における多職種協働

・サービス担当者からの意見を介護サービス原案に反映させる

・役割分担を明確にする

・所属が様々である社会資源（サービス事業者、援助者、制度）を

つなぐ

・ケアマネジメントのための地域のネットワークつくり

・地域ケア会議の参加

第４節 多職種協働の意義と
介護支援専門員が果たすハブ機能
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４ 介護職からの情報収集 P654

（１）サービス提供の経過を知る
（２）情報の集約や医療者への伝達

第４節 多職種協働の意義と
介護支援専門員が果たすハブ機能

モニタリングなどで収
集した生活情報を伝
える。

P653表10-4-2
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５、多職種協働において介護支援専門

員が果たすハブ機能 P653

（１）利用者情報は介護支援専門員に集まる

居宅サービス計画書⇔個別サービス計画書

居宅療養管理指導（医師・薬局など）からの情報提供

（２）ハブ機能（中継基地機能）を果たす

第４節 多職種協働の意義と
介護支援専門員が果たすハブ機能
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リハマネ
訪問リハ、通リハ

訪問介護
口腔、服薬状況（サ責～）

提供時間の乖離

通所介護・療養通所・認
知症通所・通リハ・小多機
（栄養スクリーニング）

福祉用具

個別サービス計画
の交付 義務化

情
報
提
供

会
議
へ
の
参
加

末
期
の
支
援
で
の
連
携

居宅療養情報

口腔の情報

【参考】 再掲
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６ 地域における顔の見える関係づくり

と「規範的統合」 P654

（１）他職種との関係を深める

（２）規範的統合を理解する

第４節 多職種協働の意義と
介護支援専門員が果たすハブ機能
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●連携する専門職種に尊敬の念を持つ

●会議や研修の席上で（異なる意見を述べることは
構わないが）他の参加者を批判する言動は避け
る

●情報を共有する場合、冗長に記載するのではな
く、客観的な情報を簡潔に記載するよう心がける

●専門用語や略語の使用など、他領域の職種がわ
からないような表現は使用しない

●介護支援専門員主導で主治医を変更することは
御法度である

●救急車をタクシー代わりに使用することは厳に慎
む
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７ 医療介護連携に基づくケアマネジ

メントの意義 P655

（１）危機の予測や変化への対応

・リスク管理

・入院時などの変化への対応

・入院時、病院への情報連携

第４節 多職種協働の意義と
介護支援専門員が果たすハブ機能
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７ 医療介護連携に基づくケアマネジ

メントの意義

（２）多職種協働の実際例： P655

要介護者に生じた誤嚥性肺炎の場合

＊肺炎治療のみでなく、その後の食事、誤嚥リ

スクの軽減、再発予防、介護者、環境など生

活全体のマネジメントが必要

第４節 多職種協働の意義と
介護支援専門員が果たすハブ機能
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【ミニワーク１０－２】

①利用者について主治医へ相談したいとき、情

報提供が必要なときに、どのような方法が

良いと考えますか？

②主治医などの医師からの情報はどのように

知ることができますか？
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１．在宅医療の制度概要 P657

（１）在宅医に関する制度
訪問診療・・通院が困難な患者に対しあらかじめ計画を

立てて医師が居宅に赴き診療

往診・・患者の求めに応じて居宅に赴き診療

在宅時医学総合管理加算

在宅療養支援診療所、在宅療養支援病院

機能強化型在宅療養支援診療所、在宅療養支援病院

第５節 在宅医療の制度や法令の
概要と医療専門職間の連携
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平成２６年度診療報酬改定資料

【参考】
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１．在宅医療の制度概要

（２）訪問看護に関する制度

・２４時間連絡体制加算

・２４時間対応体制加算

・機能強化型訪問看護ステーション

第５節 在宅医療の制度や法令の
概要と医療専門職間の連携



機能強化型訪問看護ステーション
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平成３０年度診療報酬改定資料

【参考】
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２．医療連携にかかる居宅介護支援の

介護報酬 P658

（１）入院時情報連携加算

（２）退院・退所加算

（３）緊急時等居宅カンファレンス加算

（４）ターミナルケアマネジメント加算

（５）配置医師緊急事対応・看取り介護加算

第５節 在宅医療の制度や法令の
概要と医療専門職間の連携
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【参考】
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【参考】
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【参考】



末期の悪性腫瘍患者に対するケアマネジメント

著しい状態の変化を伴う末期の悪性腫瘍の利用者については、主治の医

師等の助言を得ることを前提として、サービス担当者会議の招集を不要と
すること等によりケアマネジメントプロセスを簡素化する。

【参考】
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３ 医行為に関連する法律や制度 P660

（１）医行為ではないと考えられる行為

医師法第１７条

歯科医師法第１７条

保健師助産師看護師法第３１条

第５節 在宅医療の制度や法令の
概要と医療専門職間の連携



61

【参考】



62

３．医行為に関連する法律や制度

（２）介護職員等が実施する喀痰吸引等制度

認定特定行為業務従事者（都道府県認定）

喀痰吸引等研修

・不特定多数の者に対する研修 １号・２号研修

・特定の者に対する研修 ３号研修

第５節 在宅医療の制度や法令の
概要と医療専門職間の連携
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４．医療専門職間の連携 P662

（１）医師と訪問看護師の連携

・訪問看護指示書

・医療保険が優先される場合

①特別訪問看護指示書

（14日間を限度、急性憎悪時など頻回な訪問が

必要な場合）

②厚生労働大臣が定める疾病など

（末期の悪性腫瘍、難病・人工呼吸器 など）

第５節 在宅医療の制度や法令の
概要と医療専門職間の連携
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【参考】



65

４ 医療専門職間の連携 P662

（２）医師と薬剤師の連携

在宅患者訪問薬剤管理指導

（居宅療養管理指導）

（３）医師とリハビリテーション専門職の連携

訪問看護ステーションから

病院、診療所、老健など医療機関から

第５節 在宅医療の制度や法令の
概要と医療専門職間の連携
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（４）医師と管理栄養士の連携

居宅療養管理指導

（５）歯科医師と歯科衛生士の連携

居宅療養管理指導

（６）医療機関間の連携

第５節 在宅医療の制度や法令の
概要と医療専門職間の連携
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１．個人情報の保護に関する法律とガイドライン

２．介護事業者が行う措置

３．同意を得る方法

４．個人情報の取扱い

第６節 多職種協働において
個人情報を取り扱ううえでの留意点

P664~
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【ミニワーク１０‐３】

①退院・退所加算とはどのようなものです
か？

利用者に関する必要な情報にはどのような
ものがありますか？

②介護サービス計画を作成するにあたり、利
用者・家族に対して個人情報使用の同意
はどのように行いますか？



１０章のまとめ

• 医療との連携は不可欠

• 多職種協働の意義、多職種間の情報共
有の重要性を理解する

• ハブ機能としての役割を自覚

• 個人情報を適切に扱う。多職種協働にお
ける個人情報の共有にあたっては、利用
者・家族の同意を得る
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医療との連携は不可欠！！
より良い関係を構築するコミュニケーション

・日頃からの関係作りを心掛ける

『顔の見える関係』 『担当CMになった事の連絡』

→連携がスムーズになる

・場面に応じて連絡方法を考える

『アポイントをとる』 『FAX・メール・TEL』

主治医の都合に合わせた時間

緊急時は躊躇せず電話！→日頃の良い関係が・・

・連絡内容を簡潔にまとめる

『何を伝えるのか』 『何を聞きたいのか』
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連携の基本は

１.制度を理解する

利用者の生活は介護保険制度だけではなく、多くの制度

が支えることで支援できる。

２.職種の理解・医療機関ごとの違いの理解

連携する職種がどのような業務を行っているのかの理解、

病院ごとのルールを理解することが必要

３.サービスの理解

介護サービスの使い方や内容を理解する

医療機関も介護事業者もそれぞれの法律に則り
業務を行っている事を理解し尊重しあうことが、連
携において重要である

連携する相手の
考え・立場・役割
を理解する


